
嫡五十時都筑

一時Jl!l給の輔京fZ闘する申:IZ.9:

I 刑｛こ処せられたこと特に側寸泊申Srて

締..，二記入した週臓年月目録処次の事珊に餓過したことがない母

3 停をIiえる懲敬~·ま嫌織の刷1こ協せられたこと事

砲戦中の験勝｜二関する抱鯨iこより紙撤以上の網｛こ地せられたこと怨

悶掃を失ったことa

2 瞥i趣恩給軍事iこ閉する申立て｛肢のt豪遊する醤帯iこり印をつけて〈だき＂ ¥, ). 

[1 J昭相46年10月1目玉

(2) 81鞠4.9隼9月 1回｝において‘普通思輸又は過融年金に闘する思輸法

措）昭和50年8月1日J

以外の法令？の焼l!により re：•人又は1日軍摘としての実質臓年寄.入した期間

1 ＝•·づ〈過職年金を受ける権利を有していない．

（株）開和46~年 IO}l 1日 下士官以上とレ亡の：（£臓俸が 1停以上の場合

昭和49年；9JT l日 下士官以上としての抱臓年が6舟以上 I年来綱

の場合

昭和50年8If 1日 下士官以上としての寵繍年が6月来綱又は共の

場合

よIi!のとおり申し立てます由

·~ 舟 同

申立書民各

（縫代離の場合J立、融；立者の印fd申してくださも九｝


